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基
本
的
な
考
え
方
と
５
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト

　
開
成
町
は
、
田
園
風
景
や
水
、
緑
と
い
っ
た
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵

ま
れ
た
ま
ち
で
す
。
新
し
い
庁
舎
は
、
町
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
防

災
の
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
豊
か
な
自
然
環
境
の
な
か
で
「
田
舎

モ
ダ
ン
」
を
象
徴
し
、
町
民
が
主
役
と
な
っ
て
ま
ち
づ
く
り
を
担
う
ま
ち

の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。
さ
ら
に
、
つ
な
が
り
の
拠
点
と
し
て
、
日
常
、
非
常

時
を
問
わ
ず
町
民
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
く
重
要

な
役
割
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
町
民
の
安
全
と
安
心
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
ひ
と
と
自
然
が
調
和

し
、
未
来
に
残
す
自
然
と
の
共
生
を
目
指
す
「
田
舎
モ
ダ
ン
」
を
象
徴

す
る
や
さ
し
く
強
い
庁
舎
を
基
本
理
念
と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
基
本
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
５
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を

基
本
方
針
と
し
ま
す
。

現
在
の
庁
舎
の
課
題
と
庁
舎
建
設
の
必
要
性

　
現
庁
舎
は
、
昭
和
45
年
に
建
設
さ
れ
既
に
45
年
を
経
過
し
て

い
ま
す
。
こ
の
間
、
昭
和
62
年
に
町
民
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
、

平
成
元
年
に
庁
舎
北
側
に
各
種
団
体
集
会
施
設
を
増
築
す
る
こ

と
で
行
政
ニ
ー
ズ
の
増
大
や
業
務
の
多
様
化
な
ど
に
対
応
し
て

き
ま
し
た
が
、
施
設
の
狭
さ
に
加
え
、
窓
口
や
組
織
の
分
散
化

な
ど
に
よ
る
利
便
性
・
効
率
性
の
低
下
を
招
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
７
年
に
庁
舎
の
耐
震
診
断
、
さ
ら
に
平
成
17
年

に
再
診
断
を
実
施
し
た
結
果
、
安
全
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る

判
定
指
標
を
一
部
満
た
し
て
い
な
い
結
果
が
出
て
お
り
、
災
害

時
や
災
害
復
興
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
十
分
担
え
な
い
状
態

で
あ
る
な
ど
、
次
の
よ
う
な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
課
題①

耐
震
性
不
足
に
よ
る
防
災
拠
点
の
低
下

②
老
朽
化
に
よ
る
安
全
性
の
低
下

③
庁
舎
の
分
散
と
ス
ペ
ー
ス
不
足
に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス

　
の
低
下

④
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
へ
の
対
応
の
限
界

⑤
高
度
化
す
る
情
報
技
術
へ
の
対
応
の
限
界

⑥
町
民
協
働
の
拠
点
と
な
る
施
設
の
不
足

　
今
後
、
ま
す
ま
す
多
様
化
に
す
る
行
政
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る

た
め
に
も
庁
舎
の
建
設
が
必
要
で
す
。

構想（案）、計画（案）や新庁舎建設に対する皆さんの意見を募集します！
意見を提出できる方　　町内に在住、在勤、在学の方
募 集 期 限　　３月18日（金）
閲 覧 方 法　　財務課又は町ホームページ
提 出 方 法　　①郵便　②電子メール　③ファックス　④直接提出
　　　　　　　　※「意見提出用紙」は、財務課窓口で受け取るか、町ホームページからダウンロード
　　　　　　　　　してください。
　　　　　　　　※提出されたご意見に対して、個別に回答はしません。
提 　 出 　 先　　〒258-8502 開成町延沢773　財務課
　　　　　　　　 FAX 82－5234　　　　　tyousya@town.kaisei.kanagawa.jp
●今回、お知らせしました構想（案）・計画（案）は概要です。詳細は、町ホームページの「新庁舎建設について」をご覧ください。

　現在、町は役場庁舎と町民センター・保健センターに窓口や組織などを分
散して、町民サービスの提供やそれに伴う事務処理を行っています。
　また、施設や設備の老朽化、耐震性の不足など、多くの課題を抱えている
ため、役場としての機能を維持し役割を果たすには大きな不安があります。
　こうした課題を解消するため、新庁舎建設に向けた検討を進めています。
町が目指す新庁舎像を明らかにし、設計に向けた基本的な指針となる「開成
町新庁舎建設基本構想(案)・基本計画(案)」を作成しましたので、その概要
をお知らせします。

地球環境に
やさしい庁舎 ひらかれた庁舎

町民に
親しまれる庁舎

効率性の高い
永く使える庁舎

安全・安心の
庁舎

ひとと自然が調和した
“みらい”への空間

～「田舎モダン」を象徴する庁舎～

整備規模と機能
■延べ床面積最大4,800㎡程度で整備します

町民サービス機能の面積、執務スペースや各諸室の面積を詳細に算出しています。
■現役場庁舎敷地に建設します

町の中心に位置し、中部地域の憩いの場であり周辺地域を含めた地域連携の中核拠点をなし、人と人の
つながりを深め、景観づくりの拠点を目指すため、現在の町役場敷地内へ建設します。
■免震構造を計画します

有事に備えた庁舎とするため、高い耐震性や安全性を確保できる免震構造を計画しています。
■先進的なワンストップサービスを導入します

「歩かせない」「迷わせない」「待たせない」のより先進的なワンストップサービスを導入し、来庁者の
利便性、快適性、安心感を高める空間づくりを目指します。

■ゼロ・エネルギーを実現できる庁舎を目指します
庁舎内環境の快適性を確保しながら、一次消費エネルギーを削減し、太陽光発電などでエネルギーを創り出し
ゼロ・エネルギーを実現できる庁舎を目指します。

事業費の概算
　今後、消費税率の変更や資材価格
の変動など、社会経済情勢の影響に
より変更することがあります。

事業スケジュール
　今後の状況の変化により修正
することがあります。

項　　目 金　　額
建築本体工事 １８.８億円

基本設計
実施設計
建築工事
付帯工事

H27 H28 H29 H30 H31 H32

役
場
新
庁
舎
の
建
設
基
本
構
想
（
案
）
・
基
本
計
画
（
案
）
を
作
成
し
ま
し
た
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基
本
理
念

基
本
方
針
・
５
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト

項　　目 金　　額
関連事業費（解体工事費、備品購入費、設計費など）
付帯工事（庁舎解体、外構・周辺整備など）
関連工事（防災関連、町民センター改修など）

２.１億円
４.５億円
４.０億円

【建築工事】

【付帯工事など】


